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令和７年第３回豊頃町議会臨時会会議録 
令和７年１０月３０日（木曜日） 

 

◎議事日程 

日程第 １    会議録署名議員の指名 

日程第 ２    会期の決定 

日程第 ３  承 認 第 ４ 号  専決処分の承認 

（令和７年度豊頃町一般会計補正予算（第４号）） 

日程第 ４  承 認 第 ５ 号  専決処分の承認 

（令和７年度豊頃町簡易水道事業会計補正予算（第

３号）） 

日程第 ５  報 告 第 ２ 号  専決処分した工事請負契約の変更 

日程第 ６  議 案 第 ５ ０ 号  令和７年度豊頃町一般会計補正予算（第５号） 

 

◎出席議員（８名） 

   １番 小笠原 玄 記 君     ２番 後 藤 孝 夫 君 

   ３番 岩 井   明 君     ５番 藤 田 博 規 君 

   ６番 大 崎 英 樹 君     ７番 大 谷 友 則 君 

   ８番 坂 口 尚 示 君     ９番 中 村 純 也 君 

 

◎欠席議員（１名） 

   ４番 杉 野 好 行 君 
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◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  按 田  武 君 

 副 町 長  山 田 良 則 君 

 教育長職務代理者  長 濱 竜 一 君 

 総 務 政 策 課 長  森  直 史 君 

 住 民 課 長  林 谷 一 徳 君 

 福 祉 課 長  鏑 木 政 洋 君 

 産 業 課 長  小 野 直 人 君 

 施 設 課 長  田 中 陽 平 君 

 会 計 管 理 者  大 長 根 典 子 君 

 農業委員会事務局長  笠 間 一 秀 君 

 教育委員会教育課長  齋 藤  学 君 

 総 務 政 策 課 参 事  江 口  孝 君 

 

◎職務のために議場に出席した者の職氏名 

 事 務 局 長  山 崎 勝 巳 君 

 庶 務 係 長  三 島 佑 里 奈 君 
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午後２時００分 開会 

       ◎ 開会宣告 

●中村議長 ただいまから令和７年第３回豊頃町議会臨時会を開会します。 

 

       ◎ 開議宣告 

●中村議長 これから本日の会議を開きます。 

 

       ◎ 諸般の報告 

●中村議長 議事に入る前に諸般の報告を行います。 

 事務局長に諸般の報告をさせます。 

 山崎事務局長。 

●山崎事務局長 諸般の報告を申し上げます。 

 ４番杉野好行議員から本日の会議を欠席する旨の届出がありましたので、ご報告い

たします。 

 以上です。 

●中村議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

       ◎ 行政報告 

●中村議長 次に、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許しま

す。 

 按田町長。 

●按田町長 議長からお許しをいただいたので、令和７年第３回豊頃町議会臨時会

行政報告をいたします。 

 １点であります。 

 ９月２０日から２１日にかけての大雨による被害についてであります。 

 去る９月２０日から２１日にかけて、北海道付近を通過した低気圧及び線状降水

帯の発生に伴う暴風雨により、本町でも多大な被害が発生いたしました。 

 累積降雨量は、豊頃町農協前観測所において１６０．５ミリメートル、最大１時

間雨量は、６０ミリメートルを観測する記録的な豪雨となりました。 

 本町では、２０日午後６時２９分に暴風警報、２１日午前２時２６分に大雨・洪

水警報、同日午前３時１０分に土砂災害警戒情報が発令されました。職員が道路や

河川、農地などの現地確認を行い、被害状況の把握に努めるとともに、自主避難に

対応するため豊頃町える夢館を避難所として開設いたしました。 

 この大雨による町内の被害状況は、公共施設については、町道の道路崩壊や路肩
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欠損・法面崩壊等が５９路線、河川の土砂堆積等が１０河川、農道の路肩決壊・路

面流出等が１１路線、明渠排水の土砂埋塞・法面崩壊等が２１箇所、町有牧野の横

断間決壊が３箇所、林道の路体崩壊・法面流出等が１１路線、林地の地すべり・土

砂流出が１０箇所確認されております。その他の施設においても町営住宅やえる夢

館、水道関係施設などに被害が及び、被害総額は本臨時会で提出する専決処分を含

めた補正予算３件において災害補修関連の総額６，９４１万円に加え、今後、国の

公共災害事業を適用し復旧する道路、河川及び林道の工事費見込額１億３，１５０

万円とあわせると、総額２億９１万円となっております。 

 また、農業被害については、農地の冠水が８９ヘクタール、漁業被害について

は、秋サケ定置網の破損など漁具被害が１億７，４２９万円にのぼるなど甚大な被

害となりました。 

 このため、９月２９日に北海道十勝総合振興局に被害状況を報告するとともに、

災害復旧、減災対策に関する支援及び財源措置について要望したところでありま

す。 

 被災箇所の復旧につきましては、被害が軽微な路面流出の路線は、砂利敷き等に

よる復旧補修を担当課において直接施工しております。また、緊急的な災害復旧に

つきましては、補正予算の専決処分により随時発注を行っており、本臨時会におい

てその内容をご報告申し上げます。 

 さらに、今後発注を予定している復旧工事等につきましても、補正予算を提案さ

せていただき、早期の災害復旧に向けて取り組んでまいりますので、ご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、行政報告といたします。 

●中村議長 これで行政報告は終わりました。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●中村議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番小笠原玄記議員及び

２番後藤孝夫議員を指名します。 

 

       ◎ 会期の決定 

●中村議長 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 
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（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日１日に決定しました。 

 

◎ 承認第４号 

●中村議長 日程第３ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 本件について提出理由の説明を求めます。 

 森総務政策課長。 

●森総務政策課長 議案書１ページをお開き願います。 

 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて説明いたします。 

 本件は、９月２０日から９月２１日にかけての低気圧及び線状降水帯の発生に伴う

暴風雨による災害対応に要する予算として、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、令和７年９月２２日、令和７年度豊頃町一般会計補正予算（第４号）を専決処

分しましたので、同条第３項の規定に基づきこれを報告し、承認を求めるものであり

ます。 

 令和７年度一般会計（第４号）補正予算書１ページをご覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５，８４１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億９，６６３

万６，０００円と定めるものであります。 

 補正のおもな内容につきまして、歳入歳出事項別明細書によりご説明申しあげま

す。 

 １０ページをお開き願います。 

 歳出について説明いたします。 

 ４款衛生費２項簡易水道費において、１目簡易水道費に簡易水道事業会計補助金２

７７万円を追加。 

 ８款消防費２項災害対策費において、１目災害対策費に救急排水機場操作業務２３

０万円を追加するなど計３４０万円を追加。 

 １０款災害復旧費１項公共土木施設災害復旧費において、２目現年災復旧費に町道

災害補修、河川災害補修あわせて１，６００万円、測量設計１，８００万円を追加す

るなど計３，４００万円を追加。２項農業用施設災害復旧費において、１目現年災復

旧費に農道・明渠災害補修、町有牧野災害補修あわせて７９０万円を追加。１２ペー

ジ、３項林業用施設災害復旧費において、１目現年災復旧費に林道災害補修、林地災

害補修あわせて５４０万円を追加するなど計６４０万円を追加。４項文教施設災害復
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旧費において、１目現年災復旧費にえる夢館玄関庇屋上防水補修工事１７０万円を追

加するなど計２１０万円を追加。５項その他公共施設・公用施設災害復旧費におい

て、１目現年災復旧費に町営住宅災害補修、ＩＲＵ設備（光ケーブル）災害補修とし

て計１８４万円を追加するものであります。 

 次に歳入につきましては８ページをお開き願います。 

 １０款地方交付税１項地方交付税に特別交付税５，６１１万円を追加。 

 １４款国庫支出金３項委託金に救急排水機場操作２３０万円を追加するものであり

ます。 

 以上でありますので、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから承認第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これを承認することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第４号は承認することに決定しました。 

 

◎ 承認第５号 

●中村議長 日程第４ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを議題と

します。 

 本件について提出理由の説明を求めます。 

 田中施設課長。 

●田中施設課長 議案書３ページをお開き願います。 

 承認第５号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。 

 本件は、９月２０日から９月２１日にかけての低気圧及び線状降水帯の発生に伴う

暴風雨による災害対応に要する予算として、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、令和７年９月２２日、令和７年度豊頃町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

を専決処分しましたので、同条第３項の規定に基づきこれを報告し、承認を求めるも
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のであります。 

 簡易水道事業会計（第３号）補正予算書の１ページをお開きください。 

 第２条、収益的収入及び支出についてご説明いたします。 

 収益的収入及び支出の補正内容について、４ページ、５ページをご覧ください。 

 ５ページの収益的支出からご説明いたします。 

 １款簡易水道事業費用１項営業費用において、１目原水及び浄水費に浄水場修繕料

１９３万円を追加。２目配水及び給水費に管路等修繕料７４万円を追加するなど計８

４万円を追加。 

 次に４ページの収益的収入についてご説明いたします。 

 １款簡易水道事業収益２項営業外収益に一般会計補助金２７７万円を追加。 

 次に１ページに移りまして、第３条、他会計からこの会計へ補助を受ける金額を

９，６６５万２，０００円に改めるものであります。 

 以上でありますので、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから承認第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これを承認することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第５号は承認することに決定しました。 

 

◎ 報告第２号 

●中村議長 日程第５ 報告第２号 専決処分した工事請負契約の変更についてを議

題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 森総務政策課長。 

●森総務政策課長 議案書５ページをご覧ください。 

 報告第２号、専決処分した工事請負契約の変更についてご説明いたします。 
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 林業生産基盤整備道二宮線開設工事の請負契約金額の変更について、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき、令和７年１０月６日、専決処分いたしましたので、

同条第２項の規定に基づき報告いたします。 

 専決処分の内容については６ページをご覧ください。 

 契約名、林業生産基盤整備道二宮線開設工事。 

 契約変更日は令和７年１０月６日であります。 

 契約の変更事項につきましては、変更前の契約金額５，０８２万円、内消費税等相

当額４６２万円、変更後の契約金額５，２００万８，０００円、内消費税等相当額４

７２万８，０００円、変更する額１１８万８，０００円、内消費税等相当額１０万

８，０００円。 

 契約変更概要につきましては、準備工や技術管理費の概数確定による請負契約金額

の変更であります。 

 契約の相手方につきましては、豊頃町茂岩末広町１９９番地３、有限会社協立機興 

代表取締役 山保 崇となっております。 

 以上、報告いたします。 

●中村議長 報告第２号 専決処分した工事請負契約の変更についてを審議します。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 したがって、報告第２号は報告済みとします。 

 

◎ 議案第５０号 

●中村議長 日程第６ 議案第５０号 令和７年度豊頃町一般会計補正予算（第５

号）についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 森総務政策課長。 

●森総務政策課長 議案第５０号、令和７年度豊頃町一般会計補正予算（第５号）に

ついてご説明いたします。 

 一般会計（第５号）補正予算書１ページをご覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１，９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億１，５６３

万６，０００円と定めるものであります。 

 補正のおもな内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出からご説明いた
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します。 

 １０ページをお開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費おいて、５目清掃費に災害廃棄物収集運搬４５０万円を

追加。 

 １０款災害復旧費１項公共土木施設災害復旧費において、２目現年災復旧費に町道

災害補修、河川災害補修あわせて５１０万円を追加。２項農業用施設災害復旧費にお

いて、１目現年災復旧費に農道・明渠災害補修７００万円を追加。３項林業用施設災

害復旧費において、１目現年災復旧費に林道災害補修１９０万円を追加。１２ペー

ジ、５項その他公共施設・公用施設災害復旧費に消防団施設災害補修５０万円を追加

するものであります。 

 次に歳入につきましては８ページをご覧ください。 

 １０款地方交付税１項地方交付税に特別交付税１，９００万円を追加するものであ

ります。 

 以上でありますので、ご審議くださるようよろしくお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ８ページをお開きください。 

 １０款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出については項ごとに質疑を受けます。 

 １０ページをお開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 １０款災害復旧費１項公共土木施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ２項農業用施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ３項林業用施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ５項その他公共施設・公用施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●中村議長 歳出全般について質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 閉議宣告 

●中村議長 これで本日の日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。 

 

       ◎ 閉会宣告 

●中村議長 これで令和７年第３回豊頃町議会臨時会を閉会します。 

 

午後２時２１分 閉会  
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 


